
各務原市学校給食費に関する条例 

令和４年３月２８日 

条例第１０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。次条において「法」

という。）及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律（昭

和３２年法律第１１８号。同条において「特別支援学校給食法」という。）の規定

に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）学校給食 法第３条第１項及び特別支援学校給食法第２条に規定する学校給食

をいう。 

（２）学校給食費 学校給食に要する経費のうち、法第１１条第１項及び特別支援学

校給食法第５条第１項に規定する経費その他の市が負担する経費以外の経費をい

う。 

（３）学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等（児童又は未成

年の生徒については学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する

保護者その他これに準ずる者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要す

る経費を負担する者をいう。）をいう。 

（学校給食の実施） 

第３条 市は、市が設置する小学校、中学校及び特別支援学校において学校給食を実

施するものとする。 

（学校給食費の徴収） 

第４条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。 

２ 学校給食費の額は、規則で定める。 

（学校給食費の納付） 



第５条 小学校及び特別支援学校の小学部において実施する学校給食に係る学校給食

費は、当該年度の３月末日までに、規則で定めるところにより納付しなければなら

ない。 

２ 中学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部において実施する学校給食に係る

学校給食費は、当該年度の５月から７月まで及び９月から翌年３月までの各月の末

日（１２月にあっては、同月２５日）までに、規則で定めるところにより納付しな

ければならない。 

３ 前２項に規定する納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下この項において「休日等」という。）

に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日をもって納

付期限とする。 

４ 市長は、次に掲げる場合には、前３項の規定にかかわらず、別に納付期限を定め

ることができる。 

（１）学校給食費負担者が規則で定める学校給食費に関する給付を受ける場合 

（２）前３項に規定する納付期限により難いと認める場合 

（学校給食費の減免） 

第６条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除

することができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和８年条例第１９号） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市学校給食費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に

実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施した学校給食に

係る学校給食費については、なお従前の例による。 


